
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号

自
動
車
の
製
造
又
は
修
理
の
事
業
を
行
う
者
の
再

生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
自
動
車
の
製
造
又
は
修
理
の
事
業
を
行
う
者
の
再

生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の

基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
原
材
料
の
工
夫
）

第
一
条
　
自
動
車
（
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
製
造
事
業

者
」
と
い
う
。
）
は
、
自
動
車
に
係
る
再
生
資
源
の
利

用
を
促
進
す
る
た
め
、
バ
ン
パ
ー
、
内
装
そ
の
他
の
自

動
車
の
部
品
等
（
部
品
又
は
部
材
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
へ
の
再
生
資
源
と
し
て
の
利
用
が
可
能
な
原
材

料
の
使
用
、
部
品
等
に
使
用
す
る
原
材
料
の
種
類
数
の

削
減
、
再
生
資
源
と
し
て
の
利
用
が
可
能
な
原
材
料
を

他
の
原
材
料
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
困
難
な
部
品
等
の

数
の
削
減
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
製
造
事
業
者
は
、
自
動
車
に
係
る
再
生
部
品
の
利
用

を
促
進
す
る
た
め
、
エ
ン
ジ
ン
、
バ
ン
パ
ー
そ
の
他
の

自
動
車
の
部
品
等
へ
の
腐
食
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
原

材
料
の
使
用
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
構
造
の
工
夫
）

第
二
条
　
製
造
事
業
者
は
、
自
動
車
に
係
る
再
生
資
源
の

利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
ね
じ
の
数
量
の
削
減
そ
の
他

の
部
品
等
の
取
り
外
し
の
容
易
化
そ
の
他
の
措
置
に
よ

り
、
自
動
車
の
処
理
を
容
易
に
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
製
造
事
業
者
は
、
自
動
車
に
係
る
再
生
部
品
の
利
用

を
促
進
す
る
た
め
、
エ
ン
ジ
ン
、
バ
ン
パ
ー
そ
の
他
の

自
動
車
の
部
品
等
に
つ
い
て
、
取
り
外
す
際
に
損
傷
す

る
お
そ
れ
が
少
な
い
構
造
及
び
腐
食
す
る
お
そ
れ
が
少

な
い
構
造
の
採
用
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
分
別
の
た
め
の
工
夫
）

第
三
条
　
製
造
事
業
者
は
、
自
動
車
に
係
る
再
生
資
源
の

利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
重
量
が
百
グ
ラ
ム
以
上
の
合

成
樹
脂
製
の
部
品
等
の
材
質
名
の
表
示
そ
の
他
の
分
別

の
た
め
の
工
夫
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
に
係
る

再
生
資
源
の
利
用
の
た
め
の
分
別
を
容
易
に
す
る
も
の

と
す
る
。

（
処
理
に
係
る
安
全
性
の
確
保
）

第
四
条
　
製
造
事
業
者
は
、
自
動
車
に
係
る
再
生
資
源
又

は
再
生
部
品
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
原
材
料
の
毒

性
そ
の
他
の
特
性
に
配
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
処
理
に

係
る
安
全
性
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

（
安
全
性
等
の
配
慮
）

第
五
条
　
製
造
事
業
者
は
、
前
各
条
の
規
定
に
即
し
て
自

動
車
に
係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
を
促
進

す
る
際
に
は
、
自
動
車
の
安
全
性
及
び
耐
久
性
そ
の
他

の
必
要
な
事
情
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
部
品
等
の
交
換
の
工
夫
）

第
六
条
　
自
動
車
の
修
理
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
修

理
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
自
動
車
に
係
る
再
生
資

源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
自
動
車

の
部
品
等
の
交
換
に
当
た
っ
て
は
、
再
生
資
源
又
は
再

生
部
品
と
し
て
の
利
用
が
可
能
な
部
品
等
の
使
用
及
び

再
生
部
品
の
使
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
交
換
さ
れ
た

使
用
済
み
の
部
品
等
を
当
該
部
品
等
に
表
示
さ
れ
た
材

質
名
に
よ
り
分
別
す
る
も
の
と
す
る
。

（
技
術
の
向
上
）

第
七
条
　
製
造
事
業
者
及
び
修
理
事
業
者
は
、
自
動
車
に

係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
を
促
進
す
る
た

め
、
必
要
な
技
術
の
向
上
（
習
得
を
含
む
。
）
を
図
る

も
の
と
す
る
。

（
事
前
評
価
）

第
八
条
　
製
造
事
業
者
は
、
自
動
車
の
設
計
に
際
し
て
、

自
動
車
に
係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
を
促

進
す
る
た
め
、
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
に
即

し
て
、
あ
ら
か
じ
め
自
動
車
の
評
価
を
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
製
造
事
業
者
は
、
前
項
の
評
価
を
行
う
た
め
、
自
動

車
の
種
類
ご
と
に
評
価
項
目
、
評
価
基
準
及
び
評
価
方

法
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
製
造
事
業
者
は
、
第
一
項
の
評
価
を
行
う
に
際
し
、

必
要
な
記
録
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
提
供
）

第
九
条
　
製
造
事
業
者
は
、
自
動
車
の
構
造
、
部
品
等
の

取
り
外
し
方
法
、
部
品
等
の
材
質
名
そ
の
他
の
自
動
車

に
係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
の
促
進
に
資

す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
修
理
事
業
者
は
、
自
動
車
の
修
理
に
係
る
再
生
資
源

又
は
再
生
部
品
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
自
動
車
の

構
造
、
部
品
等
の
取
り
外
し
方
法
、
部
品
等
の
材
質
名

の
表
示
等
に
関
し
、
製
造
事
業
者
が
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
製
造
事
業
者
に
対
し

て
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
自
動
車
の
製
造
又
は
修
理
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生

資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

２
　
自
動
車
の
製
造
又
は
修
理
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生

資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
通
商
産
業
省
・
運

輸
省
令
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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